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警察本部警務課

※　条文前段の「冬服、合服」の記述は、

　「冬服上下、合服上下」を示しており、

　それぞれスカートが含まれている。

別表第１（第２条関係）

　別表から以下を削除
員数 使用期間

冬服 スカート 1 12月

合服 スカート 1 12月

夏服 スカート 1 4月

○　本条例は、公布の日から施行

３

女性警察官等に対して支給する被服に関する規定を改めます。

国・警察庁 秋田県警察

警察官等の被服及び装備品に関す
る条例の一部を改正する条例案

【交通巡視員の服制規則の一部改正】
　警察官の服制に準じて、交通巡視員
の服制に関する規則を一部改正

　「又は夏服スカート」を削除

【警察官の服制規則の一部改正】
　現場警察活動においては機動性を重
視してズボンを着用しており、スカー
トがほぼ使用されていない実態を踏ま
えて、スカートを廃止

第２条第３項の条文から

品目

女子に限る。

【政令の一部改正】
　女性警察官に任命後初めて支給する
支給品から夏服スカートを削除

女子に限る。

備考

女子に限る。

○警察法施行令の一部を改正する政令
（令和７年政令第70号）の施行
○警察官の服制に関する規則及び交通
巡視員の服制に関する規則の一部を改
正する規則（令和７年国家公安委員会
規則第３号）による警察官の服制に関
する規則（昭和31年国家公安委員会規
則第４号）及び交通巡視員の服制に関
する規則（昭和45年国家公安委員会規
則第７号）の一部改正
　（令和７年４月１日施行）

○　警察庁による政令、規則の一部
　改正に鑑み、県条例を一部改正

警察官等の被服及び装備品に関する条例の一部を改正する条例案

警察法第６８条

第２項

都道府県は、前項の

政令に準じて条例で

定めるところにより、

都道府県警察の警

察官に対し、その職

務遂行上必要な被

服を支給し、及び装

備品を貸与するもの

とする。



秋 田 県 警 察 本 部

令和７年度９月補正予算（案）の概要
９月補正等警察関係予算

補正等予算額 1,958万７千円
９月補正後の警察関係予算総額 269億5,255万８千円

事業説明

【運転免許費】
運転免許試験及び免許証作成業務事業（レプリカサーバ改修） 19,587千円

道路交通法の一部改正に伴い普通免許取得（仮免許）の年齢要件が現行の18歳から17歳６か月に引き下げられるほか、
道路交通法施行規則の一部改正に伴い大型免許等へＡＴ免許制度が導入されることにより警察庁運転者管理システム（警察
共通基盤）が改修されることから、同システムと同期している県警察のレプリカサーバを改修する必要があるため、改修に
係る委託費を要求するもの。
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